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１：事業者 

事業者の名称 社会福祉法人 広谷福祉会 

法人所在地 広島県府中市広谷町３９１ 

法人種別 社会福祉法人 

代表者氏名 理事長 後藤信行 

電話番号  ０８４７－４５－６２００（代） 

 

２：ご利用施設 

施設の名称   介護付有料老人ホーム セイフティー信和 

施設の目的   介護保険法に基づく（介護予防）特定施設入居者生活介護 

短期利用特定施設入居者生活介護サービスの提供 

施設の住所    広島県府中市広谷町３９１ 

施設の電話番号   ０８４７－４５－６２００ 

施設のＦＡＸ番号   ０８４７－４５－７０２８ 

事業所番号 ３４７１７００９９１ 

指定日 平成２８年 ４月 １日 

 

３：ご利用施設で併せて実施する事業 

【施設サービス】 

・ 介護老人福祉施設   

 

【居宅サービス】 

・ 通所介護             ・ 介護予防通所介護 

・ 短期入所生活介護       ・ 介護予防短期入所生活介護 

・ 居宅介護支援  

・ 小規模多機能型居宅介護   ・ 介護予防小規模多機能型居宅介護 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重要事項説明書  介護付有料老人ホーム セイフティー信和 
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４：事業の目的と運営の方針 

【事業の目的】 

この事業は、指定居宅サービスに該当する、介護予防特定施設入居者生活介護及び特定施設

入居者生活介護（介護付有料老人ホーム）、短期利用特定施設入居者生活介護を運営するものと

します。対象は要支援１，２・要介護者で、特定施設サービス計画（短期利用特定施設入居者生活 

介護計画）に基づき、家庭的な環境の下で入浴、排泄、食事等の介護その他、日常生活の世話及

び、機能訓練を行うことにより、自立した日常生活を営む事が出来る環境を提供する事を目的として

います。 

 

【施設運営の方針】 

・ 当施設においては、入居者の意思及び、人格を尊重し、常に入居者の立場に立ってサービス

を提供するよう努めます。 

・ 当施設においては、入居者の介護状態の軽減もしくは悪化の防止・予防に資するように、その

目標を設定し計画的な介護に努めます。 

・ 当施設の運営に当たっては、地域と家庭との結び付きを重視した運営を行い、市区町、居宅

介護支援事業者、居宅サービス事業者、その他介護保険施設、保健医療サービス又は福祉

サービスを提供する者との密接な連携に努めます。 

 

５：施設の概要 

【敷地と建物】 

敷地 ８８６．３４㎡ 

建物 

構造 鉄骨構造 平屋建て（準耐火建築） 

延床面積 ８８６．３４㎡ 

利用定員 ２６名 

設備 

食堂及び 

機能訓練室 
３室（４６．２７㎡、４１．１３㎡、２６．４９㎡） 

浴室 一般浴室２室（７．８４㎡） 

便所 ２６室のうち２０室にトイレ完備、６室については共用 

居室 

１９室（定員１名） 大きさ（１５．７５㎡） 

１室（定員１名） 大きさ（１６．５１㎡） 

１室（定員１名） 大きさ（１４．０５㎡） 

１室（定員１名） 大きさ（１３．６６㎡） 

１室（定員１名） 大きさ（１４．１６㎡） 

１室（定員１名） 大きさ（１３．２１㎡） 

１室（定員１名） 大きさ（１３．１１㎡） 

１室（定員１名） 大きさ（１３．２７㎡） 

 

６：提供するサービスの利用料、利用者負担額について 

利用者負担割合は、介護保険負担割合証でご確認ください。合計所得金額により、負担割合が

異なります。 
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（１）介護予防特定施設入居者生活介護・特定施設入居者生活介護の利用料 

  

【基本料:介護保険負担額（１日あたり）】 

上記に加え、次に掲げるいずれか該当する算定のみ算定します。 

加算内容 
利用者負担金 

（１割負担の場合） 

入居継続支援加算（Ⅰ） ３６円／日 

入居継続支援加算（Ⅱ） ２２円／月 

生活機能向上連携加算（Ⅰ） １００円／月（原則３月に１回を限度） 

生活機能向上連携加算（Ⅱ） 
２００円／月                     

（個別機能訓練加算算定の場合１００円／月） 

個別機能訓練加算（Ⅰ） １２円／日 

個別機能訓練加算（Ⅱ） ２０円／日 

ADL等維持加算（Ⅰ） ３０円／月 

ADL等維持加算（Ⅱ）  ６０円／月  

退院・退所時連携加算 ３０円／日（３０日以内の期間に限る） 

退居時情報提供加算 ２５０円／回 

夜間看護体制加算（Ⅰ） １８円／日 

夜間看護体制加算（Ⅱ） ９円／日 

若年性認知症入居者受入加算 １２０円／日 

協力医療機関連携加算 

１００円／月※相談・診療を行う体制を常時確保

している医療機関と連携している場合。 

それ以外の協力医療機関と連携している場合 

４０円／月 

口腔・栄養スクリーニング加算 ２０円／回（６月に１回を限度） 

科学的介護推進体制加算 ４０単位／月 

看取り介護加算（Ⅰ） ７２円～１，２８０円／日（要支援者除く） 

看取り介護加算（Ⅱ） ５７２円～１，７８０円/日（要支援者除く） 

認知症専門ケア加算（Ⅰ） ３円／日 

認知症専門ケア加算（Ⅱ） ４円／日 

サービス提供体制強化加算（Ⅰ） ２２円／日 

サービス提供体制強化加算（Ⅱ） １８円／日 

サービス提供体制強化加算（Ⅲ） ６円／日 

生産性向上推進体制加算（Ⅰ） １００円／月 

生産性向上推進体制加算（Ⅱ） １０円／月 

●介護職員処遇改善加算（Ⅰ） １月につき＋所定単位数×82/1000が加算 

●介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ） １月につき＋所定単位数×18/1000が加算 

要介護度 
利用者負担金 

（１割負担の場合） 
要介護度 

利用者負担金 

（１割負担の場合） 

要介護１ ５４２円 要支援１ １８３円 

要介護２ ６０９円 要支援２ ３１３円 

要介護３ ６７９円   

要介護４ ７４４円  

要介護５ ８１３円  
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●介護職員等ベースアップ等支援加算 １月につき＋所定単位数×15/1000が加算 

■介護職員等処遇改善加算Ⅱ １月につき＋所定単位数×122/1000が加算 

   ※令和 6年 6月 1日より●印の加算は廃止となり、■印の加算に変更となります。 

 

詳細に付いてはお気軽にお問い合わせください。 

 

【月額利用料（食費は１日３食３０日間の場合）】 

・ 家賃：５１，０００円（トイレ有り）、４９，０００円（トイレ無し） 

・ 管理費：４０，０００円 

・ 食費：４７，９４０円（1,598円／日）                                                                   

朝食：４１０円、昼食：６１６円、夕食：５７２円 

前日までの申込により喫食されなかった場合は翌月に精算します。 

月途中の入退所等の場合は、家賃及び管理費は日割り計算となります。 

 

【その他】 

  退去時の修繕費用は実費とします。 

（２）短期利用特定施設入居者生活介護の利用料 

 

【基本料:介護保険負担額（１日あたり）】 

要介護度 
利用者負担金 

（１割負担の場合） 

要介護１ ５４２円 

要介護２ ６０９円 

要介護３ ６７９円 

要介護４ ７４４円 

要介護５ ８１３円 

 

上記に加え、次に掲げるいずれか該当する算定のみ算定します。 

加算内容 
利用者負担金 

（１割負担の場合） 

夜間看護体制加算（Ⅰ） １８円／日 

夜間看護体制加算（Ⅱ） ９円／日 

若年性認知症入居者受入加算 １２０円／日 

サービス提供体制強化加算（Ⅰ） ２２円／日 

サービス提供体制強化加算（Ⅱ） １８円／日 

サービス提供体制強化加算（Ⅲ） ６円／日 

●介護職員処遇改善加算（Ⅰ） １月につき＋所定単位数×82/1000が加算 

●介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ） １月につき＋所定単位数×18/1000が加算 

●介護職員等ベースアップ等支援加算 １月につき＋所定単位数×15/1000が加算 

■介護職員等処遇改善加算Ⅱ １月につき＋所定単位数×122/1000が加算 

    ※令和 6年 6月 1日より●印の加算は廃止となり、■印の加算に変更となります。 

 

 短期利用型特定施設入居者生活介護の利用については、介護保険給付の支給限度額を超えて 

 サービスを利用する場合は、超えた額の全額をご負担いただくこととなりますのでご留意ください。 

詳細に付いてはお気軽にお問い合わせください。 
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【その他保険外利用料】 

・ 滞在費：１，７００円／日（トイレ有り）、１，６３３円／日（トイレ無し） 

・ 食費：１，５９８円／日                                                                   

朝食：４１０円、昼食：６１６円、夕食：５７２円 

・ おやつ代（セレクトドリンク含む）５０円／日 

※ 日常生活品費：２００円／日 

 日常生活品費について    

日常生活品費とは、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、保険給付の対

象となっているサービスとの間に重複関係がないものを指します。具体的には、当施設でご用意

させていただいた下に示すものであり、利用者又はそのご家族の希望により、自由な選択に基づ

いてご使用いただきます。また、クラブ活動等、個別に行うものについての材料費等の教養娯楽

費はその都度、別途実費を徴収致します。 

 種      類 金     額 

１ 口腔ケア用品費（歯ブラシ、口腔ガ

ーゼ、口腔スポンジ、入れ歯洗浄剤） 

６０円 

２ 衛生用品費（除菌オシボリ 3回） １２０円 

３ モーニングケア用品費（洗顔用蒸し

タオル） 

９０円 

４ 

入浴ケア用品費（シャンプー、ボディ

ーソープ、整髪料、スキンケア用品、

バスタオル、フェイスタオル） 

１４０円 

  ※使用品の合計金額が 200円以上になっても 200円を超える料金はいただきません。 

※ご持参の場合は無料です。 

 

７：施設サービスの概要 

【介護保険サービス】 

・ 食事 

１．栄養士の立てる献立により、栄養面及び利用者の身体状況に配慮した食事を提供いたしま 

す。 

２．食事は出来るだけ離床して食堂で摂って頂だけるように配慮します。 

３．食事時間  朝食：７：３０～   昼食:１２：００～    夕食：１８：００～ 

 

 

・ 排泄 

１．入居者の状況に応じて適切な排泄介助を行うとともに、排泄の自立についても適切な援助

を 

行います。 

２．オムツを使用する方に対しては、適宜交換します。 

・ 入浴 

１． 週２回の入浴または、清拭を行います。 

１週間で３回以上の入浴をご希望の方は別途実費を徴収の上入浴が可能です。 

 １回あたり５００円をお支払い頂きます。（短期利用特定施設入居者生活介護を除く。）                                                               

２．寝たきり等で座位の取れない方は、特別入浴（機械を用いての入浴）も可能です。 
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・ 離床、着替え、整容等 

１．寝たきり防止の為、離床に配慮します。 

２．生活リズムを考えて、毎朝夕の着替えを行うように配慮します。 

３．個人としての尊厳を配慮し、適切な整容が行われるよう援助します。 

４．シーツ交換は、週に１回行います。（必要な場合は適宜交換します） 

 

・ 健康管理 

 看護職員は常に入居者の健康の状況に注意するとともに健康保持のための適切な措置を行

います。 

 

・ 相談および援助 

当施設は入居者およびその家族からのいかなる相談についても誠意をもって応じ、可能な限り

必要な援助を行います。 

・ 社会生活上の便宜 

当施設では、施設での生活を実りあるものとする為に適宜、活動や療法等を提供します。 

・ 家族との連絡等 

   常に入居者の家族との連携を図るとともに入居者とその家族との交流等の機会を確保いたしま

す。 

 

【介護保険外サービス】 

・ 理美容サービス 

月１回外部業者を招き、実費にてサービスを受けることが出来ます。 

 

・ オムツのご利用サービス 

  オムツを使用される方については、実費が必要となります。（短期利用特定施設入居者生活介 

護を除く。）但し、お持込み頂く場合はオムツ代を頂きません。 

 

・ 金銭管理サービス 

  金銭管理を希望される方については、別紙の金銭管理依頼契約書をご覧下さい。 

 

・ お支払い方法 

１．利用料の自己負担額については、ご利用月の料金合計額請求書及び明細書を送付致しま

す。該当金額を次のいずれかの方法によりお支払い下さい。  

  （Ａ）自動口座引落とし 

ご指定の金融機関の口座から（毎月２６日）月１回引落し致します。（手数料は法人が

負担いたします。）２６日が土・日・祝祭日の場合は金融機関の翌営業日になります。 

 

 （Ｂ）銀行振込 

期日までに利用者の方からお振込みをお願いします。（手数料は入居者負担となりま

す。） 

（Ｃ）現金 

利用月翌月に現金にてお支払いいただきます。 

                                                                                               

２．上記のお支払い方法は、「法定代理受領（現物支給）」の場合について記載しています。
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「償還払い」となる場合は、いったん入居者が利用料（１０割）をご負担頂き、その後に市町に

対して保険給付分を請求することになります。 

 

８：ご利用営業日 

営業は年中無休とします。 

 

 

 

 

 

 

 

９：職員体制（主たる職員） 

従業員の職種 常勤 非常勤 

管理者 １名  

計画作成担当者 １名  

生活相談員 １名  

看護職員 １名  

介護職員 ８名 １名 

機能訓練指導員  １名 

 

１０：入退居等について 

【入居の条件】 

以下のすべてに該当する方 

・ 要支援１、２及び要介護１～要介護５の認定を受けている方。 

・ 常時医療機関において治療をする必要がない方。 

・ 他の入居者に伝染する疾患がない方。 

・ 自傷他害のおそれが無い方。 

・ 身元引受人を立てることができる方。 

 

【身元引受人】 

 ご利用者は、契約時にご利用者の残置物や利用料金等の滞納があった場合に備えて、一切の残

置物の引き取り及び債務の保証人として身元引受人を定めて頂きます。 

・ 当施設は、「身元引受人」に連絡のうえ、残置物等を引き取って頂きます。 

 ・ また、引き渡しにかかる費用については、身元引受人にご負担頂きます。 

 

【連帯保証人】 

・ 連帯保証人となる方については、本契約から生じる利用者の債務について、極度額２００万の

範囲内で連帯してご負担いただきます。その額は、利用者又は連帯保証人が亡くなったときに

確定し、生じた債務について、ご負担いただく場合があります。 

・ 連帯保証人からの請求があった場合には、本会及び施設は、連帯保証人の方に利用料等の

支払い状況、滞納金の額、損害賠償の額等、利用者の全ての債務の額等に関する情報を提供

します。 
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【契約の解除】 

〔利用者による解除〕 

利用者、及び代理人は、事業者に対し３０日間の予告期間をおいて、入所利用を解除・終了する

ことができます。 

 

〔事業者による解除〕 

事業者は、次の各項に該当する場合には、入居者及び代理人に対して（第①項～第④項

については９０日間の予告期間をおいて）、本契約に基づく入所利用を解除することがで

きます。 

①２ケ月以上支払いを遅延し、相当期間を定め督促したにもかかわらず故意に支払われ

ない場合 

②入居者の行動が、他の入居者の生命又は健康に重大な影響を及ぼすおそれがあり、か

つ入居者に対する通常の介護方法ではこれを防止することができないとき 

③入居者が自傷他害の恐れがあり、かつ、入居者に対する通常の介護方法ではこれを防

止することができないと医師の意見を聴いた上で事業者が判断した場合。（※ 他害

においては暴言を含む） 

④故意に法令違反その他の重大な秩序破壊行為をなし、改善の見込がないとき 

⑤入居者の病状、心身状態が著しく悪化し、事業所での適切な施設サービスの提供を超

えると判断された場合 

⑥利用者の暴言、暴力等の行為が、他の利用者に対し、日常的、継続的に恐怖心や不快

な思いを与え、かつ改善に際して、ご家族、身元引受人のご協力が得られないとき。 

⑦身元引受人及びご家族による、職員に対する威嚇・脅迫行為はいかなる理由であれ容

認できません。状況により当該ご家族の面会禁止、あるいは身元引受人の交代を要求

しますが、応じられない場合にはご利用者に退去していただくことがございます。 

⑧天災、災害、施設・設備の故障その他やむを得ない理由により、事業所を利用するこ

とができない場合 

 

 

１１：秘密の保持と個人情報の保護について 

【入居者および家族に関する秘密の保持について】 

事業者は、本人または第三者の生命、身体等に危険があるなど正当な理由なしに、サービスを提

供する上で知り得た入居者または家族に関する個人情報を第三者にもらしません。この守秘義務は

契約が終了した後も継続をします。 

 

【個人情報の使用について】 

〔使用目的〕 

・ 介護保険法に関する法令に従い、入居者の介護計画を適切に作成するために必要な場合。 

 

〔使用にあたっての条件〕 

・ 個人情報の提供は、上記の目的の範囲内で必要最小限にとどめ、情報提供の際は関係者以

外には決して洩れる事のないよう、細心の注意を払います。 

・ 事業者以外の外部サービス担当者等に対して、個人情報を使用した場合、会議、相手方、内
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容等について記録します。 

 

〔使用が有りうる個人情報の内容例〕 

・ 氏名、住所、健康状態、病歴、家族状況その他一切の入居者や家族個人に関する情報。 

・ 認定調査会、主治医意見書、介護認定審査会における判定結果の意思（認定結果通知書） 

・ その他必要な情報。 

 

１２：ご家族への連絡 

入居者の生活や健康状態、サービスの提供状況等は、定期的に契約者または身元引受人に連

絡します。 

 

１３：記録の保管 

・ サービス計画およびその実施状況に関する記録は、サービス完結の日から２年以上の期間を

定めて保管します。 

・ 上記書類が必要な場合は、交付いたします。（記録のコピー代は頂く場合があります） 

１４：拘束の禁止 

・ 入居者は、緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束を行わないものとします。 

・ 緊急やむを得ず入居者の行動を制限する場合には、その様態、時間、入居者の心身の状況、

また行動の制限がやむを得ないと判断した理由を記録します。 

 

１５：事故発生時の対応 

・事故が発生した場合、予めお知らせいただいている「緊急連絡先」へ速やかに連絡し

ます。また、必要に応じて地方公共団体など関係機関にも連絡します。 

・事故の状況及び事故に際して採った処遇について記録します。また、事故を調査した

結果に基づいて、ご家族等にその発生状況やその後の対応について事実を十分に説明

します。 

・利用者の生命・身体・財産に損害が発生した場合は、不可抗力による場合を除き、速

やかに利用者に対して損害を賠償します。但し、利用者に重大な過失がある場合は、

事業者は賠償責任を免除され、または損害賠償を減額されることがあります。 

・施設長を長とする事故対策委員会を開催し、事故の原因を解明し、再発生を防ぐための

対策を講じます。 

 

１６：損害賠償 

・ 事業者の故意または過失によって、入居者または契約者が受けた損害について、事業者は

賠償責任を負います。 

・ 天災地変、火災、盗難、暴動等あるいは自由な外出中の不慮の事故等により、入居者が受け

た損害については、事業者は賠償責任を負いません。 

 

１７：非常災害時の対策 

【非常時の対応】 

別途定める「防災計画」により対応を行います。 

 

【平常時の訓練】 
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別途定める「防災計画」により、年２回以上昼間および夜間を想定した避難訓練を、入居者の方

も参加して実施します。 

 

【防火設備】 

 

 

 

 

 

１８：損害保険への加入 

【保険会社名】損害保険ジャパン日本興亜株式会社 

 

１９：虐待の防止について 

事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の発生又はその再発を防止するために、次に掲げ

るとおり必要な措置を講じます。 

① 虐待防止に関する担当者を選定しています。 

虐待防止に関する担当者 後藤 恵美子  （看護副主任） 

② 虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について従業者に

周知徹底を図っています。 

③ 虐待防止のための指針の整備をしています。 

④ 従業者に対して、虐待を防止するための定期的な研修を実施しています。 

⑤ サービス提供中に、当該事業所授業者又は養護者（現に養護している家族・親族・同居人

等）による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通

知します。 

 

（２）身体拘束について 

事業者は、原則として利用者に対して身体拘束を行いません。ただし、自傷他害等のおそれ

がある場合など、利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことが考えられると

きは、利用者に対して説明し同意を得た上で、次に掲げることに留意して、必要最小限の範

囲内で行うことがあります。その場合は、身体拘束を行った日時、理由及び態様等について

の記録を行います。 

また事業者として、身体拘束をなくしていくための取り組みを積極的に行います。 

① 緊急性･･････直ちに身体拘束を行わなければ、利用者本人または他人の生命・身体に危険

が及ぶことが考えられる場合に限ります。 

② 非代替性････身体拘束以外に、利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶこ

とを防止することができない場合に限ります。 

③ 一時性･･････利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことがなくなった場合

は、直ちに身体拘束を解きます。 

 

２０：サービス提供に関する相談、苦情について 

当事業所における相談や苦情は、次の窓口で受付を致します。尚、利用者及び身元引受

人等のご協力、ご支援により事業運営をしていきたいと願っております。お気付きの点

につきましても、正面玄関入口付近にあります「ご意見箱」をご利用頂くか、職員まで

設備名称 設備名称 

スプリンクラー 誘導灯 

自動火災報知器 非常通報装置 
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ご一報下さいますことを希望します。 

苦情解決責任者 施設長 大和 庄二郎 

苦情受付担当者 総合相談室長 田淵 公治 

相談受付担当者 計画作成担当者 井上 智美 

受付時間 
８：３０～１７：３０（月～土）※祝、祭日は除く 

上記の時間以外をご希望の場合は、別途ご相談下さい。 

電話番号 ０８４７-４５-６２００ 

苦情受付の流れ 

① 介護付有料老人ホーム セイフティー信和管理者を苦情解決責任者に、計画作成担

当者を苦情受付担当者に位置付ける。 

② 一時対応者は苦情受付対応の基本的な心構えに十分配慮する。 

③ 苦情申出者が一時対応者を指定して申し出ていない場合は、一時対応者はあまり

苦情について詳細には聞かず、速やかに苦情受付担当者に連絡し、状況を正確に

伝達する。 

④ 苦情申立者が特にその一時対応者を指定して申し出ている場合には、苦情の詳細

を確認する。その際、「三現主義」（「現場」で「現物」を「現実的」に把握す

ること）で情報の収集と分析を的確に行い、苦情申立を受け付ける。 

⑤ 「苦情受付対応票」に必要事項を記入する。 

 

公的機関においても、次の機関において苦情申出等が出来ます。 

府中市健康福祉部 

介護保険課 

所在地 広島県府中市府川町３１５ 

電話番号 ０８４７－４０－０２２２ 

fax番号 ０８４７－４５－５５２２ 

対応時間 ８：３０～１７：１５（土日祝年末年始を除く） 

 

福山市保健福祉局 

長寿社会応援部介護保険課 

所在地 広島県福山市東桜町３番５号 

電話番号 ０８４－９２８－１１６６ 

fax番号 ０８４－９２８－１７３２ 

対応時間 ８：３０～１７：１５（土日祝年末年始を除く） 

 

広島県国民健康保険団体連合会

介護保険課 

所在地 広島市中区東白島町１９番４９号 

電話番号 ０８２－５５４－０７８３ 

fax番号 ０８２－５１１－９１２６ 

利用時間 ８：３０～１７：１５（土日祝年末年始を除く） 

※ その他、各役所の介護保険担当部署でも受け付けております。 
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２０：協力医療機関 

協力

医療

機関 

医療機関の名称 独立行政法人 府中市病院機構 府中市民病院 

院長名 多田 敦彦 

所在地 広島県府中市鵜飼町５５５－３ 

電話番号 ０８４７－４５－３３００ 

診療科 内科、外科、整形外科、眼科 等 

救急指定の有無 有 

契約概要 

利用者等の病状から見て自ら医療を提供することが困難

であると認めた時は、当施設から通院又は往診を要請

し、これに対して、府中市民病院は夜間及び休日の診療

を含めて逐次適切な診療治療にあたる。 

 

２１：留意事項 

・ 事業者は、目的施設の管理運営について、介護保険法令等を遵守し、管理者および介護従

事者その他必要な職員を配置して、契約に基づくサービスを行うとともに、施設の維持管理を

行います。 

・ 職員の禁止行為は就業規則に定めます。 

・ 居室は禁煙となっております。喫煙をされる場合は、所定の場所でお願い致します。 

 

２２．衛生管理等 

(1)特定施設入居者生活介護の用に供する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水につ

いて、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じます。 

(2)必要に応じて保健所の助言、指導を求めるとともに、常に密接な連携に努めます。 

(3)事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じます。 

 ①事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおお

むね６月に１回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底しています。 

 ②事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備しています。従業者に

対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施します。 

 

２３．業務継続計画の策定等について 

(1) 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する特定施設入所者生活介護の提供

を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（業務

継続計画）を策定し、当該業務継続計画に従って必要な措置を講じます。 

(2) 従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的

に実施します。 

(3) 定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。 
 

 

 

２４：看取り介護について 

（「看取り介護」の考え方） 

 当施設では、利用者が、医師の診断の下、医学的知見に基づき回復不能な状態に陥った

場合、終末期における介護・看護・治療の方法、最期を迎える場所について、本人の意思、
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ならびに家族の意向を確認し、「看取り介護」を希望される利用者、家族に対しては、そ

の意思、意向を最大限に尊重したうえでのあらゆる支援を最期の時点まで継続して行いま

す。 

 

（終末期の経過） 

 １．医師の判断 

 ２．医師から死期について家族へ説明 

 ３．家族の選択 

 ４．終末期を迎える場所の整備 

 ５．職員への周知徹底（体制確認） 

 ６．終末期のケアプラン作成 

 ７．実施 

 ８．定期的な状況説明と方針協議 

 ９．死亡確認 

１０．死後処置 

 

（医療行為の選択） 

 １．痛みのコントロール（鎮痛剤、点滴、導尿ほか適宜必要なもの） 

 ２．酸素療法 

 ３．心臓マッサージ、ＡＥＤ 

 

（医師や医療機関との連携体制） 

 夜間対応の看護師と常時連絡をとれるオンコール体制をとり、施設嘱託医はもちろん、

協力医療機関である、府中市民病院の勤務医師とも連携して、24 時間の連絡体制を確保し、

急変時にはいつでも対応します。 

 

（本人及び家族との話し合いや同意、医師確認の方法） 

 １．施設入所時に本人と家族に、施設における「看取り介護」についての考え方や方針に 

ついて説明する。 

２．当該の事態が生じた場合、本人、家族に対して医師より説明をし、「看取り介護」を

希望される方について、同意の確認を行う。（別紙） 

 

（職員の具体的な対応と役割） 

①  医師 

  ・終末期の診断 

  ・家族への説明（インフォームドコンセント） 

  ・施設協力病院との連絡調整 

  ・死亡確認、死亡診断書等関係書類の記述 

②  生活相談員 

  ・継続的な家族支援（連絡、説明、相談） 

  ・「看取り介護」にあたり多職種協働のチームケアの連携強化 

  ・死後の家族支援と身辺整理（関係機関の諸手続き、遺留金品引き渡し等） 

③  介護職員 

  ・居室の環境整備 
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  ・身体的、精神的緩和ケアと、安楽ポジションの工夫 

  ・身体マッサージ、手を握る、寄り添うなどのスキンシップや声かけ、笑顔での対

応で安心され  

   るケアの実施 

  ・身体の清潔保持と感染予防 

  ・医師による死亡確認後、清拭、及びエンジェルケアの実施 

④  看護職員 

  ・嘱託医師、病院、地域連携室との 24 時間連絡体制の確保 

  ・「看取り介護」にあたり、多職種との連携 

  ・「看取り介護」実施に必要となる機材、備品等の用意 

  ・家族への説明と精神的負担の軽減 

  ・「看取り介護」に関わる職員への死生観教育 

  ・緊急時対応マニュアル教育、専門研修など「看取り介護」に必要となる関係職員

の資質向上 

⑤  管理栄養士 

  ・終末期食の実施 

  ・「看取り介護」にあたり多職種との連携 

（責任者）緊急時対応及び「看取り介護」については、看護を責任者とする。 
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（別 紙） 

看取り介護についての同意書 
 

私は、         の看取り介護について介護付有料老人ホーム セイフティー信和の提供する

対応ならび医師の説明を受け、私どもの意向に添ったものであり下記の内容を確認し同意致します。 

 

記 

１．医療機関での治療は、令和  年  月  日をもって、本人に苦痛を伴う処置対応は行いません。

また、危篤な状態に陥った場合も病院には搬送せず、施設にて最期を看取ります。 

2．身体的な介護では安心できる声かけをし、身近に人を感じられるよう       様の尊厳を守る

援助をいたします。 

3．医師に相談指示を仰ぎながら、苦痛や痛みを和らげる方法をとり、施設内でできる限りの看取り介護

をします。 

4．ご家族の希望に添った対応に心がけます。 

5．但し、ご本人ご家族の希望、意向に変化があった場合は、その意向に従い援助させて頂きます。 

以上 

 

介護付有料老人ホーム セイフティー信和 

施設長  大和 庄二郎 殿 

令和  年  月  日 

身元引受人   住 所 

（契約者）   氏 名                   （続柄    ） 

 

（その他の家族）住 所 

        氏 名                   （続柄    ） 

 

        住 所       

        氏 名                   （続柄    ） 

 

説明医師   医療機関名 

        氏 名                    

施設立会人   職 種 

        氏 名                    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※説明用の同意書です 
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サービス利用に当たり上記重要事項説明書を説明しました。 

 

年    月    日 

 

（事業者）所在地 広島県府中市広谷町３９１番地 

事業者名： 社会福祉法人 広谷福祉会 

 

説明者氏名                   

 

 

私は、本書面に基づいて事業者から重要事項の説明を受けました。 

 

利用者 

住所                         

 

氏名                         

 

上記代理者 

住所                         

 

氏名                         

 

利用者との関係                 

 

身元引受人及び連帯保証人 

住所                         

 

氏名                         

 

続柄          

 

家族代表 

住所                         

 

氏名                         

 

続柄          
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個人情報使用同意書 
 

 

１．使用する目的 

   社会福祉法人 広谷福祉会が運営する施設ならびに事業所において、個人情報保護法の規程に従い、

厳正なる管理運用することを前提とした個人情報の使用を目的とする。 

 

（１）介護関係事業所内での情報利用 

  ｱ）利用者へのサービスを円滑に提供するための利用 

    相談員および介護支援専門員による連絡調整、その他の連絡調整など 

  ｲ）利用者にかかる事業所管理業務のための利用 

    入退所等の管理、会計経理、事故報告、介護サービス向上のため 

  ｳ）保険事務のための利用 

    介護保険（請求等目的）、医療保険（受診等目的） 

  ｴ）家族への心身状況等説明のための利用 

（２）他の関係事業所への情報提供 

  ｱ）居宅サービス事業所および居宅介護支援事業所 

    サービス担当者会議、照会への回答、他事業所との連携 

  ｲ）医療機関 

    受診、入院、医療機関との連携 

  ｳ）レセプト審査機関 

    レセプト請求、照会への回答 

  ｴ）保険者 

    照会への回答など 

  ｵ）保険会社 

    損害賠償などに関する相談および請求など 

（３）見守りカメラ設置による個人情報の使用 

  ｱ）事故・転落事故を出来る限り防ぐために、見守りカメラによる動画撮影およびリアル 

   タイムの動画確認 

ｲ） 事故発生時には、事故状況の検証と再発防止策の検討のため、録画データの使用 

ｳ）スキャンデータ（心拍数・呼吸数・睡眠状態）は本人に適した介護計画（ケアプラン） 

 の作成および看護計画の作成に使用します。 

（４）その他の使用 

  ｱ）介護サービス向上のための基礎資料としての利用 

  ｲ）実習生受入れによる閲覧使用 ※使用前には必ず事前確認を行う 

  ｳ）ホームページ、広報誌への掲載使用 ※使用前には必ず事前確認を行う 

 

２．使用する期間 

   契約開始時から契約終了時まで有効とする。 

 

３．使用にあっての条件 

（１）個人情報の提供は、１．に記載する目的の範囲内で必要最小限とし、情報提供の際は、関係者以

外の第三者に漏れることのないよう細心の注意を払う。 
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（２）個人情報の使途（会議、相手方、内容等）の経過を記録する。 

 

４．個人情報の定義 

   個人情報とは、利用者個人および家族に関する情報であって、特定の個人が識別され、または識

別され得るものをいう。 

 

５．同意の内容の変更 

   同意内容の変更または解除の申し出があった場合、本個人情報使用同意書の契約内容を直ちに変

更または解除することができる。 

以上 

私（利用者およびその家族等）の個人情報については、上記記載するところにより、必要最小限の範

囲で以下の項目について使用することに同意します。 

                           （※該当する項目の□にチェック） 

□上記１．（１）介護関係事業所内での情報利用 

□上記１．（２）他の関係事業所への情報提供 

□上記１．（３）見守りカメラによる動画撮影と録画データの活用 

  □上記１．（４）その他の使用 ｱ）介護サービス向上のための基礎資料としての利用 

  □上記１．（４）その他の使用 ｲ）実習生受入れによる閲覧使用 

  □上記１．（４）その他の使用 ｳ）ホームページ、広報誌への掲載使用 

 

令和   年   月   日 

 

社会福祉法人 広谷福祉会 

理事長 後藤 信行 様 

 

 

利用者本人               

 

住所                    

 

氏名                    

上記代理人（代理人を選任した場合）   

 

住所                    

 

氏名                    

家族代表             

 

住所                    

 

氏名                    

 

続柄           
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補足：金銭管理について 

 

 
                      金銭管理依頼契約書 

第一条（目的） 

 社会福祉法人 広谷福祉会（以下「事業者」という）が運営する介護付有料老人ホームセイフティ

ー信和（以下「事業所」という）は、入居者またはそのご家族（以下「代理人」という）から預か

った金銭を安全に保管し、入居者またはそのご家族の必要（依頼）に応じて購入した物品や医療費

などの支払いの代行業務を行う取り決めを本契約の目的とする。 

 

第二条（適用範囲） 

 本契約は、入居者または代理人の依頼を受け、事業所において管理する金銭にのみ適用する。 

 

第三条（預り金の保全） 

 入居者または代理人と事業者は、預り金保全の為、次の事務手続きを行う。 

 １：入居者または代理人が事業所に対し金銭の管理を依頼する場合は、入居者または代理人は金

銭管理依頼契約書を事業所と結ぶこととする。 

 ２：事業所が管理している金銭について、事業所は毎月、預り金銭の出納簿に入居者または代理

人より確認（サイン）を頂き報告とする。 

 

第四条（管理） 

 事業所の管理方法は、以下の通りとする。 

 １：事業所は、預り金についてこれを法人会計及び施設会計と分離して経理する。 

 ２：事業所は、個人別台帳において預り金を管理する。 

 ３：事業所は、出納管理責任者および出納取扱者を定め金庫において預かり金を保管・管理する。 

   

第五条（契約に定めのない事項など） 

 本契約に定めのない事項などについては、その都度入居者及び代理人と事業所の協議により定め

ることとする。 

 

 この契約締結に伴い、「金銭管理依頼書」について事業者は入居者（または代理人）に説明を行

い、双方合意するとともに上記の通り契約を締結しました。 

契約の締結を証するため契約書を２部作成し双方１部ずつ所持する。 

 

令和    年     月    日 
       入居者                                   

住所                          

 

氏名                        印 
           上記代理人（代理人を選任した場合）           

住所                          

氏名                        印 

                                   事業者 

広島県府中市広谷町３９１番地 

 社会福祉法人 広谷福祉会 

理事長 後藤 信行 
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第１条（契約の目的） 

 社会福祉法人 広谷福祉会（以下「事業者」という）が運営する介護付有料老人ホームセイフティー信和

（以下「事業所」という）は、要支援１、要支援２又は、要介護状態と認定された入居者（以下「入居者」

という）に対し、介護保険法令の趣旨に従って、入居者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むこ

とができるように介護予防特定施設入居者生活介護サービス、特定施設入居者生活介護サービス及び短期利

用特定施設入居者生活介護を提供し、一方、入居者及び入居者のご家族等（以下「代理人」という）は、事

業所に対し、そのサービスに対する料金を支払うことについて取り決めることを、本契約の目的とします。 

 

第２条（適用期間） 

１ 本契約は、入居者が介護付有料老人ホームセイフティー信和入所利用契約書を事業者と締結した時から

効力を有します。但し、代理人に変更があった場合は、新たに同意を得ることとします。 

２  入居者は、前項に定める事項の他、本契約書・重要事項説明書の改訂が行われない限り、初回利用時の

契約書をもって、繰り返し事業所を利用できるものとします。 

 

第３条（入居者からの解除） 

 入居者及び代理人は、事業者に対し３０日間の予告期間をもって、入所利用を解除・終了することができ

ます。 

 

第４条（事業者からの解除） 

事業者は、次の各項に該当する場合には、入居者及び代理人に対して（第１項～第４項については９０

日間の予告期間をおいて）、本契約に基づく入所利用を解除することができます。 

１ ２ケ月以上支払いを遅延し、相当期間を定め督促したにもかかわらず故意に支払われない場合 

２ 入居者の行動が、他の入居者の生命又は健康に重大な影響を及ぼすおそれがあり、かつ入居者に 

対する通常の介護方法ではこれを防止することができないとき 

３ 入居者が自傷他害の恐れがあり、かつ、入居者に対する通常の介護方法ではこれを防止することが

できないと医師の意見を聴いた上で事業者が判断した場合。（※ 他害においては暴言を含む） 

４ 故意に法令違反その他の重大な秩序破壊行為をなし、改善の見込がないとき 

５ 入居者の病状、心身状態が著しく悪化し、事業所での適切な施設サービスの提供を超えると判断 

された場合 

６ 利用者の暴言、暴力等の行為が、他の利用者に対し、日常的、継続的に恐怖心や不快な思いを与え、

かつ改善に際して、ご家族、身元引受人のご協力が得られないとき。 

７ 身元引受人及びご家族による、職員に対する威嚇・脅迫行為はいかなる理由であれ容認できません。

状況により当該ご家族の面会禁止、あるいは身元引受人の交代を要求しますが、応じられない場合

にはご利用者に退去していただくことがございます。 

８ 天災、災害、施設・設備の故障その他やむを得ない理由により、事業所を利用することができない

場合 

 

第５条（入居者の入院に係る取り扱い） 

1  入居者が病院又は診療所に入院した場合、９０日以内に退院すれば、退院後も再び施設に入居できるも

のとします。（但し入居者の病状、心身状態が著しく悪化し、事業所での適切な施設サービスの提供を超

えると判断された場合は除く） 

2  入居者が病院又は診療所に入院した後、入居者は別に定める料金体系に基づいた所定のサービス利用料

金から介護保険給付額及び食材料費を差し引いた差額分（自己負担分）を事業所に支払うものとします。 

介護付有料老人ホーム セイフティー信和 利用契約書 
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第６条（身体拘束） 

事業者は、緊急やむを得ない場合を除き、入居者もしくは代理人の意思に反して、入居者本人の行動を

制限しません。 

 

第７条（利用料金） 

１  入居者及び代理人は、連帯して事業所に対し、本契約に基づく介護予防特定施設入居者生活介護サービ

ス、特定施設入居者生活介護サービス及び短期利用特定施設入居者生活介護サービスの対価として「重要

事項説明書」の利用単位ごとの料金をもとに計算された月ごとの合計額及び入居者が個別に利用したサー

ビスの提供に伴い必要となる額の合計額を支払う義務があります。 

２ 緊急入居等、入居者がいまだ要介護認定を受けていない場合は、サービス利用料金をいったん全額支払

うものとします。[要介護認定後、自己負担分を除く金額が介護保険から払い戻されます。(償還払い)] 

３ なお、入居者負担金は関係法令に基づいて定められるため、本契約に基づく入居利用期間中に関係法令

が改定された場合には、改定後の金額を適用するものとします。 

４ 事業所は、入居者及び連帯保証人が指定する送付先に対し、利用月料金の合計額の請求書及び明細書を

送付し、入居者及び連帯保証人は、事業所に対し当該合計金額を支払うものとします。なお、支払いの方

法は別途話し合いの上、双方合意した方法によります。 

  

第８条（記録）         

   事業所は、「サービス提供記録書」等の記録を作成し、サービス提供終了後２年間はこれを適正に保存

します。入居者の求めに応じて閲覧に供し、又は実費負担によりその写しを交付します。但し、連帯保証

人その他の者（入居者の代理人等を含みます。）に対しては、入居者の承諾その他必要と認められる場合

に限り、これに応じます。 

 

第９条（損害賠償） 

１ 事業者は、サービスの提供にあたって入居者の生命・身体・財産に損害を与えた場合には、その損害を

賠償します。ただし、自らの責めに帰すべき事由によらない場合には、この限りではありません。 

２ 入居者の責めに帰すべき事由によって事業者が損害を被った場合、入居者及び連帯保証人は、事業者に

対してその損害を賠償するものとします。 

 

第１０条（緊急時の対応） 

１ 事業者は入居者に対し、介護予防特定施設入居者生活介護、介護予防特定施設入居者生活介護及び短期 

利用特定施設入居者生活介護のサービスの提供が困難な状態、又は、専門的な医学的対応が必要と判断し

た場合、他の専門的機関を紹介します。 

２ 入居中に入居者の心身の状態が急変した場合、事業者は入居者及び代理人が指定する者に対し緊急に連

絡します。 

3 サービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに市区町村、代理人等に対して連絡を行う等の必

要な措置を講じます。 

 

第１１条（秘密保持） 

  事業者は、業務上知り得た入居者及び代理人もしくはその家族に関する秘密及び個人情報については、

入居者又は第三者の生命、身体等に危険がある場合など正当な理由がある場合を除いて、本契約に基づく

入居中及び入居利用終了後、第三者に漏らすことはありません。ただし、退所後の居宅介護支援事業者、

もしくは他施設等との連絡調整等において必要な場合は、関係者以外の者に漏れることがないよう細心の

注意を払い、個人情報を使用した会議名、相手方、内容などについての記録を残すことを条件に事業者は

個人情報を使用できるものとします。 
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第１２条（身元引受人） 

1 利用者の残置物や利用者の利用料等があった場合に備えて、その残置物一切の引き取り、及び債務の保

証人として身元引受人を定めることとします。 

2 事業者は、本契約が終了した後、利用者の残置物や施設への債務等がある場合には身元引受人にその旨

連絡するものとします。 

3 身元引受人は、前項の連絡を受けた後２週間以内に残置物の引き取り、及び 1 ヶ月以内にその他の債務

を履行するものとします。但し身元引受人は、特段の事情がある場合には、前項の連絡を受けた後、速や

かに事業者にその旨連絡するものとします。その場合には、事業者が合理的事情であると判断した場合に

限り、期限を延期することがあり得ます。 

4 事業者は、前項但し書の場合を除いて、身元引受人が引き取りに必要な相当期間が過ぎても残置物を引

き取る義務を履行しない場合には、事業者の判断に基づき当該残置物を強制的に身元引受人に引き渡すか、

事業者が処分するものとします。但し、その引き渡し又は処分に係る費用は身元引受人の負担とします。

また、その費用について身元引受人からの支払いが行われない場合、及び債務の履行がない場合、事業者

は法的手段等により解決を図るものとします。 

 

第１３条（連帯保証人） 

1 連帯保証人は、利用者と連帯して、本契約から生じる利用者の負債を負担するものとします。 

2 前項の負担は、極度額 200万円を限度とします。 

3 連帯保証人が負担する債務の元本は、利用者又は連帯保証人が死亡したときに、確定するものとします。 

4 連帯保証人の請求があったときは、事業者は連帯保証人に対し、遅滞なく、利用料等の支払い状況や滞

納金の額、損害賠償の額等、利用者の全ての債務の額等に関する情報を提供します。 

 

第１４条（苦情対応） 

入居者は提供されたサービスに苦情がある場合には、事業所の管理者、法人内ご利用者総合相談室、

又は市区町村、国民健康保険団体連合会に対して、いつでも苦情を申し立てることができます。 

 

第１５条（合意管轄） 

本契約に基づく入所利用に起因する紛争に関して訴訟の必要が生じた場合は、広島地方裁判所をも

って第一審裁判所とすることを、事業者と入居者または代理人とあらかじめ合意します。 

 

第１６条（契約に定めのない事項等） 

この契約に基づく入居利用及び介護保険法等の関係法令で定められていない事項については、関係

法令の趣旨を尊重して、入居者又は代理人と事業者の協議により定めます。 

   

この契約締結に伴い、「重要事項説明書」について事業者は入居者（家族または代理人）に説明を行

い、双方合意するとともに一部ずつを所持し、上記のとおり契約を締結しました。 
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令和  年  月  日 

（入居者） 

                 住所                                                 

 

氏名                 印 

 

電話                  

 

（上記代理人（代理人を選任した場合）） 

 

住所                                              

 

                                氏名                 印 

 

電話                  

 

 

（身元引受人及び連帯保証人） 

 

住所                                              

 

                                氏名                 印 

 

電話                 

 

（家族代表） 

 

住所                                              

 

                                氏名                 印 

 

電話                  

 

 

（事業者）          広島県府中市広谷町３９１番地 

社会福祉法人 広谷福祉会 

理事長 後藤 信行 印 


